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○博物館法施行細則 

昭和二十七年三月二十二日 

福島県教育委員会規則第二号 

改正 昭和三三年八月二六日教委規則第八号 

平成三年六月二八日教委規則第一三号 

平成二〇年一一月二八日教委規則第二三号 

令和三年三月二六日教委規則第一二号 

令和五年四月二八日教委規則第九号 

博物館法施行細則を次のように定める。 

博物館法施行細則 

（趣旨） 

第一条 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項は、この規則の定

めるところによる。 

（令五教委規則九・一部改正） 

（登録） 

第二条 博物館登録原簿は、別記第一号様式による。 

（令五教委規則九・一部改正） 

（登録の申請） 

第三条 博物館の設置者が、博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」とい

う。）第十一条の規定による登録をうけようとするときは別記第二号様式による登録申請

書を提出しなければならない。 

２ 前項の登録申請書には、法第十二条第二項第一号に規定する書類のほか、公立博物館に

あっては別表第一、私立博物館にあっては別表第二に掲げる書類を添付するものとする。 

３ 博物館資料目録は、別記第三号様式による。 

（令五教委規則九・一部改正） 

（登録の基準） 

第四条 法第十三条第一項第三号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館

資料に関する調査研究を行う体制に係る基準は、次の各号に掲げる事項とする。 

一 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する

基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益

性をもって博物館を運営する体制を整備していること。 
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二 博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に

収集する体制を整備していること。 

三 所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する

体制を整備していること。 

四 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所

蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備している

こと。 

五 単独で又は他の博物館若しくは法第三条第一項第十二号に掲げる学術若しくは文化

に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体

制を整備していること。 

六 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育

活動を行う体制を整備していること。 

七 法第七条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。 

（令五教委規則九・全改） 

第五条 法第十三条第一項第四号に規定する学芸員その他の職員の配置に係る基準は、次の

各号に掲げる事項とする。 

一 博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。 

二 学芸員が置かれていること。 

三 博物館の運営に必要な職員が置かれていること。 

（令五教委規則九・追加） 

第六条 法第十三条第一項第五号に規定する施設及び設備に係る基準は、次の各号に掲げる

事項とする。 

一 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継

続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。 

二 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。 

三 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配

慮がなされていること。 

四 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を

有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。 

（令五教委規則九・追加） 

（変更登録の通知） 
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第七条 教育委員会は、法第十五条第二項の規定による登録事項の変更登録をしたときは、

当該博物館の設置者にその旨を通知しなければならない。 

（令五教委規則九・追加） 

（定期報告） 

第八条 博物館の設置者は、法第十六条の規定に基づき、当該博物館の前年度における運営

の状況について、別記第四号様式による運営状況報告書により、毎年九月末までに教育委

員会へ報告しなければならない。 

２ 前項の運営状況報告書には、収支報告書、年報、紀要等の書類を添付するものとする。 

（令五教委規則九・追加） 

（廃止の届出） 

第九条 博物館の設置者は、法第二十条第一項の規定による博物館を廃止したときは、その

事由を生じた日から十五日以内に書面をもって、その旨を届け出なければならない。 

（令五教委規則九・追加） 

（指定の申請） 

第十条 博物館法施行規則（昭和三十年文部省令第二十四号。以下「令」という。）第二十

三条第一項に規定する指定申請書には、同条第二項第一号に規定する書類のほか、別表第

三に掲げる書類を添付するものとする。 

（令五教委規則九・追加） 

（指定の基準） 

第十一条 令第二十四条第一項第二号に規定する当該施設における資料の収集、保管及び展

示並びに資料に関する調査研究を行う体制に係る基準は、次の各号に掲げる事項とする。 

一 資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方

針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって法

第三十一条第一項の規定による指定を受けた施設（以下「指定施設」という。）を運営

する体制を整備していること。 

二 資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、資料を体系的に収集する体制

を整備していること。 

三 所蔵する資料の目録を作成し、当該資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備し

ていること。 

四 一般公衆に対して、所蔵する資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する

資料若しくは借用した資料による展示を行う体制を整備していること。 
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五 単独で又は他の博物館若しくは法第三条第一項第十二号に掲げる学術若しくは文化

に関する諸施設と共同で、資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整

備していること。 

六 資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資料の説明その他の教育活動を行う体

制を整備していること。 

七 法第七条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。 

（令五教委規則九・追加） 

第十二条 令第二十四条第一項第三号に規定する当該施設における職員の配置に係る基準

は、次の各号に掲げる事項とする。 

一 指定施設の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。 

二 学芸員に相当する職員が置かれていること。 

三 指定施設の運営に必要な職員が置かれていること。 

（令五教委規則九・追加） 

第十三条 令第二十四条第一項第四号に規定する当該施設の施設及び設備に係る基準は、次

の各号に掲げる事項とする。 

一 資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うこ

とができる施設及び設備が整備されていること。 

二 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。 

三 指定施設の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な

配慮がなされていること。 

四 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他指定施設の利用に困難

を有する者が指定施設を円滑に利用するための配慮がなされていること。 

（令五教委規則九・追加） 

（登録等の公表） 

第十四条 教育委員会は、次の各号のいずれかを行ったときは、インターネットの利用によ

り公表するものとする。 

一 法第十一条の規定による登録をしたとき。 

二 法第十五条第二項の規定による変更登録をしたとき。 

三 法第十九条第一項の規定による登録の取消をしたとき。 

四 法第二十条第二項の規定による登録の抹消をしたとき。 

五 法第三十一条第一項の規定による指定をしたとき。 
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六 法第三十一条第二項の規定による指定の取消をしたとき。 

（令三教委規則一二・一部改正、令五教委規則九・旧第五条繰下・一部改正） 

附 則 

この規則は、昭和二十七年三月一日から適用する。 

別表第一（第三条関係） 

（令五教委規則九・追加） 

一 当該博物館の設置条例の写し（設置者が地方公共団体である場合のみ） 

二 当該法人の登記事項証明書（設置者が地方独立行政法人である場合のみ） 

三 博物館運営の基本的な方針を示した書類及びその公表方法を示した書類 

四 博物館資料の収集及び管理の方針を示した書類 

五 博物館資料の目録 

六 展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の計画又は実績を示す書類 

七 博物館の事業に関する収支計画を示す書類 

八 館長の氏名、職務内容及び経歴を示す書類 

九 学芸員の氏名、業務内容及び経歴を示す書類 

十 その他の職員の名簿及び職務分担を示す書類 

十一 博物館運営を行う組織の様態を示す書類 

十二 職員への研修の実施計画又は実績を示す書類 

十三 博物館の事業に用いる建物及び土地の図面 

十四 博物館の事業に用いる建物及び土地の保有形態を示す書類（当該建物及び土地を借

用している場合は、契約書等の当該借用の条件等を証明する書類） 

十五 防災及び防犯の観点から対応している事項を示す書類 

十六 多様な利用者に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類 

別表第二（第三条関係） 

（令五教委規則九・追加） 

一 法人登記事項証明書 

二 博物館の運営を安定的かつ継続的に実施するための経済的基礎を有することを証明

する書類 

三 博物館を設置する法人において、民事再生法による民事再生手続又は会社更生法によ

る会社更生手続を受けていないことを宣誓する書類 

四 博物館の運営を担当する役員の経歴を示す書類 
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五 博物館を設置する法人において、自ら反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力

との関係がないこと等を宣誓する書類 

六 博物館運営の基本的な方針を示した書類及びその公表方法を示した書類 

七 博物館資料の収集及び管理の方針を示した書類 

八 博物館資料の目録 

九 展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の計画又は実績を示す書類 

十 博物館の事業に関する収支計画を示す書類 

十一 館長の氏名、職務内容及び経歴を示す書類 

十二 学芸員の氏名、業務内容及び経歴を示す書類 

十三 その他の職員の名簿及び職務分担を示す書類 

十四 博物館運営を行う組織の様態を示す書類 

十五 職員への研修の実施計画又は実績を示す書類 

十六 博物館の事業に用いる建物及び土地の図面 

十七 博物館の事業に用いる建物及び土地の保有形態を示す書類（当該建物及び土地を借

用している場合は、契約書等の当該借用の条件等を証明する書類） 

十八 防災及び防犯の観点から対応している事項を示す書類 

十九 多様な利用者に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類 

別表第三（第十条関係） 

（令五教委規則九・追加） 

一 博物館の事業に類する事業を行う施設運営の基本的な方針を示した書類及びその公

表方法を示した書類 

二 資料の収集及び管理の方針を示した書類 

三 資料の目録 

四 展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の計画又は実績を示す書類 

五 博物館の事業に類する事業を行う施設の事業に関する収支計画を示す書類 

六 館長の氏名、職務内容及び経歴を示す書類 

七 学芸員に相当する職員の氏名、業務内容及び経歴を示す書類 

八 その他の職員の名簿及び職務分担を示す書類 

九 博物館の事業に類する事業を行う施設の運営を行う組織の様態を示す書類 

十 職員への研修の実施計画又は実績を示す書類 

十一 博物館の事業に類する事業を行う施設の事業に用いる建物及び土地の図面 
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十二 博物館の事業に類する事業を行う施設の事業に用いる建物及び土地の保有形態を

示す書類（当該建物及び土地を借用している場合は、契約書等の当該借用の条件等を証

明する書類） 

十三 防災及び防犯の観点から対応している事項を示す書類 

十四 多様な利用者に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類 
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附 則（昭和三三年教委規則第八号） 

この規則は、昭和三十三年九月一日から施行する。 

附 則（平成三年教委規則第一三号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分

の間、使用することができる。 

附 則（平成二〇年教委規則第二三号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の博物館法施行細則別記第二号様式に

よる登録申請書は、改正後の博物館法施行細則別記第二号様式による登録申請書とみなす。 

附 則（令和三年教委規則第一二号） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の博物館法施行細則別記第二号様式に

よる登録申請書は、改正後の博物館法施行細則別記第二号様式による登録申請書とみなす。 

附 則（令和五年教委規則第九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別記第一号様式（第二条関係） 

（令五教委規則九・全改） 

別記第二号様式（第三条関係） 

（昭三三教委規則八・平三教委規則一三・平二〇教委規則二三・令三教委規則一二・

令五教委規則九・一部改正） 

別記第三号様式（第三条関係） 

（昭三三教委規則八・平二〇教委規則二三・令五教委規則九・一部改正） 

別記第４号様式（第８条関係） 

（令５教委規則９・追加） 

 


